
 仕 様 書 

安佐南区内道路清掃業務 

 

受注者は、発注者（広島市）の指定する路線（区間）の車道・中央分離帯・植樹帯及び植樹桝

清掃業務を、業務委託契約書によるほか、本仕様書に基づいて実施するものとする。 

 

１．作業計画・実施 

① 受注者は、毎月 25 日までに、翌月の作業工程表を発注者に提出しなければならない。な

お、4 月の作業工程表は契約締結後直ちに提出するものとする。 

② 受注者は、作業当日の朝、作業路線を発注者に連絡すること。また、降雨により作業効果

を期待しがたいと認める場合は、作業を中止しなければならない。 

③ 作業時間は、緊急時を除き 9 時から 16 時までとする。 

④ 受注者は、本業務の車道清掃はブラシ式清掃車を使用すること。 

⑤ 作業速度は、原則として 6km/h 以下とする。 

⑥ 受注者は、清掃車、作業車の車体両側に会社名を 1 文字 15cm 角以上で明示すること。 

⑦ 作業については、適度に散水し、車道の塵芥、土砂等を清掃するとともに、枝道入り口及

び交差点等、道路清掃車で清掃困難な箇所は、作業員により掃き出し作業を行うこと。 

⑧ 受注者は、収集した塵芥、土砂等は路上に堆積することなく、産業廃棄物処分場へ搬入

すること。 

⑨ 中央分離帯、植樹帯及び植樹桝の清掃作業は、樹木に損傷を与えないよう注意して行う

こと。 

 

２．安全管理 

①  受注者は、関係法規を遵守するとともに、作業従事者の安全と一般交通の安全を確保し

なければならない。 

②  本業務において、第三者との事故、紛争等が発生した場合は、受注者の責任において誠

意をもって解決にあたるとともに、その経緯、結果を発注者に報告しなければならない。 

 

３．作業報告 

作業完了後は、所定の報告書のほか路線毎に作業日、路線名、作業前、作業後を記録した

写真及び清掃車運行記録紙及びマニュフェストＥ表（写し）を提出し、検査を受けること。 

なお、作業目的を達成してないものについては、速やかにやり直し作業を行うこと。 

 

４．その他 

本仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者の協議のうえ、定めるものとする。 



係 主任技師 課長補佐 課長

令和　　　年　　　月　　　日

委 託 業 務 名

履 行 場 所

委 託 期 間

履 行 月

履 行 数 量

受 注 者 名

　　　　　　　　　　　　　 印 印

　　住　　所

　　社　　名

　　代表者名

業　務　完　了　報　告　書

　　安佐南区内道路清掃業務

　　安佐南区内一円

　　令和　８年　４月　１日～令和　９年　３月３１日

　　令和　　年　　月

　　別紙内訳書のとおり

　　担当者氏名・連絡先

令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

検  査  員　　　　

上記の業務(　　月分)についてを検査の結果、相違なく完了したことを認めます。



月

回／年

車道清掃（路側帯） 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

車道清掃（路側帯） 6 1 1 1 1 1 1 6

車道清掃（中央帯） 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

車道清掃（中央帯） 6 1 1 1 1 1 1 6

中央分離帯内清掃 4 1 1 1 1 4

植樹帯内清掃 4 1 1 1 1 4

植樹桝清掃 4 1 1 1 1 4

年　間　作　業　計　画　表

12 1 2 38 9 10 114 5 6 7 計種　　　別



番 １回当り 延べ清掃 １回当たり 年間 延べ清掃 年間 １回当たり 延べ清掃 年間 １回当たり 延べ清掃 年間 １回当たり 延べ清掃

号 清掃距離 距離 清掃距離 距離 清掃面積 面積 清掃面積 面積 清掃箇所 清掃箇所

（ｋｍ／回） （ｋｍ） （ｋｍ／回） 回数 （ｋｍ） 回数 （㎡／回） （㎡） 回数 （㎡） （㎡） 回数 （箇所） （箇所）

1 広島豊平線・伴広島線 21.20 ○ 254.40 21.20 12 254.40 4 19,200 76,800 4 1,730 6,920 4 869 3,476

2 広島豊平線（旧道） 14.74 ○ 176.88

3 今井田緑井線 10.20 ○ 122.40

4 勝木安古市線 5.80 ○ 69.60

5 府中祗園線 3.00 ○ 18.00 0.60 6 3.60

6 八木広島線 0.63 ○ 3.78

7 下佐東線 6.40 ○ 38.40

8 伴広島線（旧道） 2.24 ○ 13.44

9 広島湯来線（旧道） 0.60 ○ 3.60

小　　計　　（　県　道　） 64.81 700.50 21.80 258.00 76,800 6,920 3,476

10 安佐南１区２６１号線 1.48 ○ 8.88

11 安佐南１区川の内線 0.90 ○ 5.40 0.50 12 6.00

12 安佐南１区緑井八木線 2.27 ○ 13.62

13 安佐南１区３５４号線 2.97 ○ 17.82

14 安佐南１区３４８号線 1.46 ○ 8.76

15 安佐南１区温井松原線 0.81 ○ 4.86 4 32 128

16 安佐南１・２区長束八木線 3.36 ○ 40.32 2.06 12 24.72 4 300 1,200 4 115 460

17 安佐南２区中筋温品線 0.31 ○ 3.72

18 安佐南２区２２１号線 3.23 ○ 19.38

19 安佐南２区３９５，４０９号線 2.94 ○ 17.64

20 安佐南２区緑井大町線 0.40 ○ 4.80

植樹帯内清掃

路線名 備考

車道清掃（路側帯） 車道清掃（中央側帯） 植樹桝清掃

令和８年度　　　　　年間道路清掃作業工程表

年　間　回　数

２４回 １２回 ６回 ４回

中央分離帯内清掃



番 １回当り 延べ清掃 １回当たり 年間 延べ清掃 年間 １回当たり 延べ清掃 年間 １回当たり 延べ清掃 年間 １回当たり 延べ清掃

号 清掃距離 距離 清掃距離 距離 清掃面積 面積 清掃面積 面積 清掃箇所 清掃箇所

（ｋｍ／回） （ｋｍ） （ｋｍ／回） 回数 （ｋｍ） 回数 （㎡／回） （㎡） 回数 （㎡） （㎡） 回数 （箇所） （箇所）

21 安佐南２区東原大町線 1.29 ○ 7.74

22 安佐南２区高陽沼田線 1.20 ○ 14.40 1.20 12 14.40 4 210 840 4 18 72

23 安佐南２区１３４．１３７号線 0.40 ○ 4.80 4 64 256 4 15 60

24 安佐南３区　　８号線 0.55 ○ 3.30

25 安佐南３区長束八木線 3.58 ○ 21.48 1.62 12 19.44

26 安佐南３区西原山本線 2.39 ○ 14.34

27 安佐南３区３４６号線 1.00 ○ 6.00

28 安佐南３区１９３号線 0.62 ○ 3.72

29 安佐南４区４８０号線 4.32 ○ 25.92 4 400 1600

30 安佐南４区３７４・４７９号線 3.69 ○ 22.14

31 安佐南４区４５５号線 1.33 ○ 7.98 1.33 6 7.98 4 650 2,600 4 900 3,600

32 安佐南４区４８４号線 0.69 ○ 4.14 4 640 2,560

33 安佐南４区２５３号線 6.77 ○ 40.62

34 安佐南４区４５３．４９０．４１６号線 3.96 ○ 23.76 3.96 6 23.76 4 9,775 39,100

35 安佐南４区４０９号線 0.54 ○ 3.24 4 390 1,560

36 安佐南４区４１４号線 0.65 ○ 3.90 0.65 6 3.90 4 412 1,648 4 580 2,320

37 安佐南４区４５４号線 2.02 ○ 12.12 0.66 6 3.96

38 安佐南４区４８６・７３９号線 5.88 ○ 35.28 5.88 6 35.28 4 2,300 9,200 4 4980 19,920

小　　計　　（　市　道　） 61.01 400.08 17.86 139.44 54,588 30,216 2,320

39 １８３号　 8.53 ○ 51.18

小　　計　　（　国　道　） 8.53 51.18

計 134.35 1,151.76 39.66 397.44 32,847 131,388 9,284 37,136 1,449 5,796

路線名

車道清掃（路側帯） 車道清掃（中央側帯）

年　間　回　数

中央分離帯内清掃

４回２４回 １２回 ６回

　　本表中、回数欄に「１２」とあるものは毎月１回、「６」とあるものは５月、７月、９月、１１月、１月、３月に各１回、「４」とあるものは５月、８月、１１月、２月に各１回実施するものである。
※

備考

植樹帯内清掃 植樹桝清掃










